
所 得 制 限 限 度 額 表 
 

 手当を受けようとする人、その配偶者（父もしくは母が障害の場合）又は同居の扶

養義務者（父母・祖父母・子・兄弟など）の前年（１月から６月までに請求する人に

ついては前々年）の所得が次表の額（本人の場合は一部支給欄の額）以上であるとき

には、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。 
 
 

（単位：円） 

請 求 者 本 人 
扶養親族等の数 

全部支給 一部支給 

孤児等の養育者 
配偶者 
扶養義務者 

０ 人 １９０，０００ １，９２０，０００ ２，３６０，０００ 
１ 人 ５７０，０００ ２，３００，０００ ２，７４０，０００ 
２ 人 ９５０，０００ ２，６８０，０００ ３，１２０，０００ 
３ 人 １，３３０，０００ ３，０６０，０００ ３，５００，０００ 

以降１人につき 
３８０，０００ 

加算 
３８０，０００ 

加算 
３８０，０００ 

加算 

加 算 額 

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 
１人につき     １００，０００ 

特定扶養親族 
１人につき     １５０，０００ 

扶養親族が２名以上で、うち老

人扶養親族がある場合、老人扶

養親族１人につき（扶養親族が

老人扶養親族のみの場合は１

人を除いた１人につき） 

６０，０００ 
 
 
児童の父もしくは母から該当児童のための養育費を請求者本人又は児童が受け取った場合

はその額の８割相当額が所得に加算されます。 
サラリーマンの所得とは・・ 
所得＝（年間収入金額－給与所得控除）＋（児童の父もしくは母からの養育費等金品の８

割に相当する金額）－８０，０００円－「主な控除」 
主な控除とは・・ 
障害者控除、寡婦控除、特例寡婦控除、特別障害者控除、勤労学生控除等があります。 


